
第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

第３章 美しく豊かな環境との共生 

 

 第１節 地域循環共生圏の創出支援  

１ 地域循環共生圏の取組の推進 

⑴ 地域循環共生圏のモデル事業支援＜廃棄物対策課＞ 

 各地域がその特性を活かした強みを発揮し、地域ごとに異なる資源が循環する自立・分散型の社会を形成しつつ、

それぞれの地域の特性に応じて近隣地域等と地域資源を補完し、支え合い、より広域的なネットワークを構築して

いく「地域循環共生圏」の創造を促進するため、その仕組みづくりを支援した。 

 

 第２節 自然環境の保全及び活用  

１ 環境影響評価制度の的確な運用 

⑴ 環境影響評価制度の的確な運用＜環境管理課＞ 

○ 「岐阜県環境影響評価条例」 

 無秩序な開発などにより自然環境の破壊や公害が発生するとその対策に多くの年月と多額の費用を要するば

かりでなく、原状まで回復することが困難となる場合もある。 

 そこで、大規模な開発事業を行う場合には、自然環境の破壊や公害の発生を未然に防止し、開発と環境との調

和を図ることが極めて重要となるため、その手段として環境影響評価（環境アセスメント）制度が設けられてい

る。 

 環境影響評価制度は、開発事業等を行う事業者が、その事業の実施にあたり、あらかじめその事業に係る環境

への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づきその事業に係る環境の保全について

適正に配慮するよう導くものである。 

 平成９年６月には、その成立が長年の懸案であった「環境影響評価法」（以下「法」という。）が公布され、平

成11年６月12日から施行された。この法の特徴としては、それまでの国の要綱等で運用されていた制度より早い

段階で事業者が事業に関する情報を住民等に提供し、事業者の環境情報の形成に住民等が参加できる仕組みと

するとともに、評価の項目を「環境基本法」で対象とする環境領域全般に拡大し、また、実行可能な範囲内で環

境への影響をできる限り低減する考え方を導入したことである。 

 本県においては、平成５年８月に「ゴルフ場及び大規模レクリエーション施設開発事業に関する環境影響評価

要綱」、平成６年５月に「岐阜県環境影響評価要綱」を制定し、環境影響評価を漸次実施してきたが、総合的か

つ統一的な環境影響評価制度とするため、平成７年３月に「岐阜県環境影響評価条例」（以下「条例」という。）

を制定、平成８年４月１日から施行した。その後、条例は法施行に伴い、その手続をより充実したものとするた

め、平成11年３月に一部改正し、平成11年６月12日から施行した。さらに、平成23年４月の法改正に伴い、法と

条例との手続の整合を図る必要があること、平成11年の改正から10年以上が経過し、その間に行政手続への住民

参画の推進等、行政手続を巡る状況が変化してきていることを踏まえ、平成24年12月に条例を一部改正し、平成

25年４月１日に施行した。また、「岐阜県環境影響評価条例施行規則」について、平成27年８月に土地開発事業

における要件の見直しのため一部改正し、同年９月１日に施行した。さらに、令和４年３月に高層工作物又は高

層建築物の建設における要件の見直しのため一部改正し、同年３月１日に施行した。 

 条例に基づく対象事業は、①土地開発事業、②道路の建設、③ダム又は放水路の建設、④堰の建設、⑤鉄道又

は軌道の建設、⑥飛行場の建設、⑦廃棄物最終処分場の建設、⑧廃棄物処理施設の建設、⑨工場又は事業場の建

設、⑩電気工作物の建設、⑪高層工作物又は高層建築物の建設の11種である。 

 対象事業については、資料５のとおりである。 

 また、調査・予測・評価を行うべき環境項目は、①大気質、②水質・底質・地下水、③土壌、④騒音、⑤振動、

⑥地盤沈下、⑦悪臭、⑧廃棄物、⑨温室効果ガス、⑩電波障害、⑪日照阻害、⑫地形・地質、⑬動物、⑭植物、

⑮生態系、⑯触れ合い活動の場、⑰文化財、⑱景観の18項目である。 

 手続の概要は、資料６に示す。 

 なお、最近の環境影響評価の実施状況については、資料７のとおりである。 

○ 「岐阜県地域環境保全指針」 

・趣旨 

 開発を行う場合は環境への影響を少なくするだけでなく、環境への配慮を行うことが求められるため、県は開
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